
議
員

本
市
の
中
心
商
店
街

に
開
設
さ
れ
て
い
る
つ
ど
い

の
広
場
「
も
こ
も
こ
」
は
子

育
て
中
の
親
と
子
が
気
軽
に

集
い
、
交
流
を
図
る
場
と
し

て
多
く
の
親
子
に
利
用
さ
れ

て
い
る
。
十
九
年
度
の
利
用

者
数
を
聞
き
た
い
。

福
祉
部
長

十
九
年
度
は
一

万
三
六
二
四
人
で
あ
り
、
十

八
年
度
に
比
べ
一
六
二
六
人

増
加
し
て
い
る
。

議
員

今
後
、
つ
ど
い
の
広

場
を
増
設
す
る
計
画
は
あ
る

の
か
伺
い
た
い
。

福
祉
部
長

つ
ど
い
の
広
場

は
子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー
と

併
せ
、
地
域
子
育
て
支
援
の

拠
点
と
し
て
重
要
性
を
増
し

て
お
り
、
平
塚
市
総
合
計
画

第
一
次
実
施
計
画
で
は
、
二

十
一
年
度
ま
で
に
二
か
所
新

設
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

議
員

現
時
点
で
の
設
置
予

定
場
所
を
聞
き
た
い
。

福
祉
部
長

既
存
の
施
設
と

の
地
域
的
な
バ
ラ
ン
ス
を
考

慮
し
、
平
塚
駅
南
側
地
域
お

よ
び
旭
地
区
で
の
設
置
を
検

討
し
て
い
る
。
現
在
、
駅
南

側
地
域
に
つ
い
て
は
候
補
地

の
選
定
を
行
っ
て
い
る
。

議
員

小
児
医
療
費
助
成
制

度
の
拡
充
は
子
育
て
支
援
の

施
策
の
中
で
も
多
く
の
父
母

が
要
望
し
て
お
り
、
現
在
、

県
内
三
三
の
自
治
体
の
う
ち

一
四
の
自
治
体
で
小
学
校
就

学
前
ま
で
の
所
得
制
限
を
撤

廃
し
助
成
を
行
っ
て
い
る
。

本
市
が
所
得
制
限
を
撤
廃
し

た
場
合
、
ど
の
程
度
の
費
用

を
要
す
る
の
か
。

健
康
・
こ
ど
も
部
長

十
九

年
度
の
実
績
を
基
に
二
十
年

度
の
医
療
制
度
改
革
な
ど
も

勘
案
す
る
と
、
年
間
で
約
四

〇
〇
〇
万
円
の
医
療
扶
助
費

が
必
要
に
な
る
も
の
と
見
込

ん
で
い
る
。

議
員

本
市
の
小
児
医
療
費

助
成
制
度
の
拡
充
に
つ
い
て

の
見
解
を
聞
き
た
い
。

健
康
・
こ
ど
も
部
長

二
十

年
度
の
医
療
制
度
改
革
や
、

平
成
二
十
年
十
月
か
ら
の
県

に
よ
る
補
助
金
の
支
給
対
象

の
拡
大
な
ど
を
受
け
、
本
市

の
財
政
状
況
を
考
慮
し
な
が

ら
、
就
学
前
の
所
得
制
限
の

撤
廃
な
ど
制
度
の
拡
充
を
二

十
一
年
度
の
実
施
に
向
け
検

討
し
て
い
く
考
え
で
あ
る
。

議
員

筋
力
の
衰
え
は
生
命

の
存
続
に
も
か
か
わ
る
た
め
、

身
体
の
形
成
期
で
あ
る
小
中

学
生
の
時
期
に
鍛
え
る
こ
と

が
重
要
と
考
え
る
が
、
市
内

の
小
中
学
校
で
の
取
り
組
み

を
聞
き
た
い
。

健
康
・
こ
ど
も
部
長

神
奈

川
県
教
育
委
員
会
で
は
子
供

の
体
力
向
上
を
目
指
す
「
子

ど
も
キ
ラ
キ
ラ
タ
イ
ム
」
の

実
践
研
究
を
推
進
し
て
お
り
、

本
市
で
は
大
原
小
学
校
を
拠

点
校
と
し
て
研
究
し
、
そ
の

成
果
を
市
内
各
小
学
校
に
公

開
し
た
。
ま
た
、
中
学
校
で

は
体
育
教
科
の
中
に
「
体
づ

く
り
」の
時
間
を
取
り
入
れ
、

準
備
運
動
に
筋
力
等
を
補
強

す
る
運
動
を
行
っ
て
い
る
。

議
員

生
活
習
慣
病
の
予
防

に
も
運
動
が
重
要
と
考
え
る

が
、
本
市
で
は
ど
の
よ
う
な

事
業
を
展
開
し
て
い
る
の
か
。

健
康
・
こ
ど
も
部
長

体
力

に
合
わ
せ
て
ス
ポ
ー
ツ
を
楽

し
む
機
会
を
提
供
す
る
た
め
、

年
齢
別
の
ス
ポ
ー
ツ
大
会
等

を
実
施
し
て
い
る
。
二
十
年

度
は
運
動
や
ス
ポ
ー
ツ
を
楽

し
み
、
健
康
で
い
き
い
き
と

し
た
生
活
が
送
れ
る
よ
う
、

「
中
高
年
体
力
ア
ッ
プ
教
室
」

を
実
施
す
る
予
定
で
あ
る
。

議
員

救
急
搬
送
時
に
医
療

機
関
か
ら
受
け
入
れ
を
拒
ま

れ
る
な
ど
、
救
急
車
の
た
ら

い
回
し
が
全
国
的
に
問
題
と

な
っ
て
い
る
。
救
急
医
療
体

制
に
お
け
る
平
塚
市
民
病
院

の
位
置
づ
け
を
聞
き
た
い
。

市
民
病
院
事
務
局
長

救
急

医
療
体
制
は
初
期
救
急
医
療
、

二
次
救
急
医
療
、
三
次
救
急

医
療
に
区
別
さ
れ
、
初
期
救

急
は
開
業
医
お
よ
び
休
日
・

夜
間
急
患
診
療
所
の
医
師
が

対
応
し
、
二
次
救
急
、
三
次

救
急
は
重
症
患
者
の
受
け
入

れ
が
可
能
な
病
院
が
対
応
す

る
仕
組
み
と
な
っ
て
い
る
。

平
塚
市
民
病
院
は
二
次
救
急

の
医
療
機
関
に
位
置
づ
け
ら

れ
て
い
る
。

議
員

平
塚
市
民
病
院
で
の

救
急
搬
送
の
受
入
状
況
を
伺

い
た
い
。

市
民
病
院
事
務
局
長

過
去

三
年
間
で
の
平
塚
市
消
防
本

部
に
お
け
る
救
急
搬
送
件
数

は
年
間
約
一
万
一
〇
〇
〇
件

で
あ
り
、
そ
の
う
ち
、
平
塚

市
民
病
院
や
平
塚
共
済
病
院

へ
の
搬
送
は
約
七
六
％
で
あ

る
。十
九
年
度
に
つ
い
て
は
、

市
民
病
院
が
約
三
六
％
、
共

済
病
院
が
約
三
八
％
と
な
っ

て
い
る
。

議
員

救
急
患
者
の
受
け
入

れ
に
は
救
急
専
門
医
師
の
配

置
が
重
要
と
考
え
る
が
、
本

市
の
態
勢
を
聞
き
た
い
。

市
民
病
院
事
務
局
長

平
塚

市
民
病
院
で
は
、
平
成
十
八

年
四
月
に
救
急
専
門
の
医
師

を
一
人
配
置
し
た
後
、
平
成

二
十
年
四
月
に
は
一
人
増
員

し
て
二
人
体
制
と
し
、
平
日

昼
間
の
救
急
患
者
の
受
け
入

れ
態
勢
を
強
化
し
た
。
今
後

は
五
人
程
度
ま
で
増
員
し
、

昼
夜
を
問
わ
ず
救
急
患
者
を

受
け
入
れ
ら
れ
る
よ
う
態
勢

を
整
え
て
い
き
た
い
。

議
員

少
子
高
齢
化
が
進
む

中
で
家
族
形
態
が
変
化
し
、

高
齢
者
の
孤
独
死
の
増
加
な

ど
が
問
題
と
な
っ
て
お
り
、

高
齢
者
に
対
す
る
施
策
の
実

施
は
急
務
で
あ
る
。
高
齢
者

が
住
み
慣
れ
た
地
域
で
生
活

す
る
に
は
、
地
域
全
体
で
支

え
る
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
づ
く
り

が
重
要
と
考
え
る
が
見
解
を

聞
き
た
い
。

福
祉
部
長

高
齢
者
が
住
み

慣
れ
た
地
域
で
安
心
し
て
生

活
す
る
た
め
に
は
、
地
域
福

祉
体
制
と
地
域
ケ
ア
体
制
の

構
築
が
重
要
で
あ
る
と
考
え

て
い
る
。
現
在
、
地
域
包
括

支
援
セ
ン
タ
ー
が
中
心
と
な
り
、

地
区
社
会
福
祉
協
議
会
や
民

生
委
員
等
の
各
団
体
や
ケ
ア

マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
と
連
携
し
、

地
域
の
現
状
や
課
題
な
ど
を

話
し
合
う
地
域
ケ
ア
会
議
等

を
開
催
し
て
い
る
。
今
後
は

こ
の
会
議
を
充
実
さ
せ
、
地

域
力
の
向
上
を
図
る
こ
と
が

大
切
と
考
え
る
。

議
員

地
域
包
括
支
援
セ
ン

タ
ー
で
は
、
介
護
予
防
に
お

け
る
サ
ー
ビ
ス
を
ど
の
よ
う

に
提
供
し
て
い
る
の
か
。

福
祉
部
長

現
在
、
地
域
包

括
支
援
セ
ン
タ
ー
で
は
、
介

護
予
防
ケ
ア
プ
ラ
ン
の
作
成

時
に
家
族
や
関
係
機
関
の
出

席
に
よ
る
サ
ー
ビ
ス
担
当
者

会
議
を
開
催
し
、
利
用
者
に

円
滑
な
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
で

き
る
よ
う
努
め
て
い
る
。

議
員

介
護
に
お
い
て
は
地

域
医
療
と
の
連
携
が
必
要
だ

と
考
え
る
が
、
医
師
会
と
の

連
携
に
つ
い
て
の
本
市
の
考

え
を
聞
き
た
い
。

福
祉
部
長

こ
れ
ま
で
も
介

護
サ
ー
ビ
ス
の
従
事
者
が
参

加
す
る
「
ひ
ら
つ
か
地
域
介

護
シ
ス
テ
ム
会
議
」
で
医
師

会
と
の
交
流
が
行
わ
れ
て
い

る
。
今
後
は
医
師
会
と
地
域

包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
と
の
連

携
を
推
進
し
て
い
き
た
い
。

小
児
医
療
費
助
成
制
度

拡
充
の
考
え
問
う

我
が
国
の
経
済
は
、
史
上

最
長
と
い
わ
れ
た
「
い
ざ
な

ぎ
景
気
」
を
超
え
、
二
〇
〇

四
年
以
降
は
、
企
業
業
績
が

史
上
最
高
益
を
更
新
す
る
企

業
が
続
出
し
て
い
る
。
し
か

し
な
が
ら
、
多
く
の
労
働
者

に
は
そ
の
実
感
は
な
く
、
企

業
収
益
が
株
主
配
当
や
役
員

報
酬
等
に
偏
っ
て
分
配
さ
れ
、

賃
金
と
し
て
働
く
者
の
家
計

に
還
元
さ
れ
て
い
な
い
の
が

現
状
で
あ
る
。

今
日
ほ
ど
、
雇
用
・
就
業

形
態
の
多
様
化
に
よ
り
、
賃

金
の
格
差
が
拡
大
傾
向
と
な

り
賃
金
の
セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ

ト
の
充
実
が
求
め
ら
れ
て
い

る
時
は
な
い
と
考
え
る
。
国

に
お
い
て
も
最
低
賃
金
の
引

き
上
げ
に
つ
い
て
「
成
長
力

底
上
げ
戦
略
推
進
円
卓
会
議
」

の
場
で
政
・
労
・
使
に
よ
る

論
議
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、

国
際
潮
流
や
個
人
消
費
拡
大

の
観
点
か
ら
も
、
し
っ
か
り

と
し
た
最
低
賃
金
の
改
定
が

図
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
よ
う
な
状
況
の
中
、

最
低
賃
金
制
度
は
賃
金
格
差

を
是
正
す
る
た
め
に
必
要
不

可
欠
な
社
会
的
セ
ー
フ
テ
ィ

ネ
ッ
ト
の
一
つ
で
あ
り
、
労

働
者
を
支
援
す
る
労
働
行
政

の
重
要
施
策
で
あ
る
。

よ
っ
て
貴
職
に
お
か
れ
て

は
二
〇
〇
八
年
度
の
神
奈
川

県
最
低
賃
金
の
諮
問
・
改
定

に
関
し
て
、
次
の
事
項
に
つ

い
て
、
特
段
の
配
慮
を
さ
れ

る
よ
う
強
く
要
望
す
る
。

一

神
奈
川
県
最
低
賃
金
の

諮
問
・
改
定
を
早
期
に
行

い
、「
同
一
価
値
労
働
同

一
賃
金
」の
観
点
に
た
ち
、

一
般
労
働
者
の
賃
金
水
準

へ
の
接
近
を
基
本
に
そ
の

改
定
を
図
る
こ
と
。

ま
た
、
産
業
別
最
低
賃

金
の
改
定
に
つ
い
て
は
、

基
幹
産
業
労
働
者
の
賃
金

水
準
へ
の
接
近
を
基
本
に
、

そ
の
改
定
を
図
る
こ
と
。

二

最
低
賃
金
の
改
定
に
あ

た
っ
て
は
、
地
方
最
低
賃

金
審
議
会
の
自
主
性
を
尊

重
す
る
と
と
も
に
、
神
奈

川
県
内
で
最
低
賃
金
以
下

の
労
働
者
を
な
く
す
た
め

に
、
そ
の
趣
旨
及
び
内
容

の
周
知
徹
底
を
図
る
こ
と
。

三

総
枠
と
し
て
の
最
低
賃

金
論
議
に
つ
い
て
は
、
格

差
の
現
実
、
労
働
力
人
口

の
減
少
も
踏
ま
え
て
適
切

な
対
応
を
早
期
に
示
す
こ

と
。

以
上
、
地
方
自
治
法
第
九

九
条
の
規
定
に
よ
り
意
見
書

を
提
出
す
る
。

平
成
二
十
年
六
月
二
十
六
日

平

塚

市

議

会

義
務
教
育
費
国
庫
負
担
制

度
は
、
経
済
的
な
条
件
や
居

住
地
の
如
何
に
拘
わ
ら
ず
、

義
務
教
育
が
等
し
く
受
け
ら

れ
る
と
い
う
必
要
最
低
限
の

水
準
を
確
保
す
る
た
め
に
不

可
欠
な
財
政
上
の
制
度
と
し

て
認
め
ら
れ
今
日
ま
で
き
て

い
る
。
昨
今
の
景
気
の
低
迷

を
考
慮
す
る
と
、
義
務
教
育

の
水
準
を
維
持
し
、
す
べ
て

の
子
ど
も
た
ち
の
教
育
環
境

の
安
定
的
な
維
持
を
確
保
す

る
た
め
に
は
、
義
務
教
育
費

国
庫
負
担
制
度
の
堅
持
、
負

担
率
の
復
元
は
必
要
と
考
え

る
。よ

っ
て
、
政
府
に
お
か
れ

て
は
、
次
の
事
項
に
つ
い
て

配
慮
さ
れ
る
よ
う
強
く
要
望

す
る
。

一

平
成
二
十
一
年
度
も
、

義
務
教
育
制
度
の
根
幹
で

あ
る
、教
育
の
機
会
均
等
・

水
準
維
持
・
無
償
制
度
の

維
持
に
不
可
欠
な
義
務
教

育
費
国
庫
負
担
制
度
を
堅

持
す
る
こ
と
。

二

義
務
教
育
費
国
庫
負
担

制
度
に
つ
い
て
、
国
負
担

率
を
二
分
の
一
に
復
元
す

る
こ
と
。

以
上
、
地
方
自
治
法
第
九

九
条
の
規
定
に
よ
り
意
見
書

を
提
出
す
る
。

平
成
二
十
年
六
月
二
十
六
日

平

塚

市

議

会
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��年度に実施

健康でいきいき

第 ��� 号

子子育育てて支支援援のの交交流流拠拠点点 つつどどいいのの広広場場
��年度までに�か所新設

平塚駅南側地域と旭地区が候補に

現現
行行
義義
務務
教教
育育
費費
国国
庫庫
負負
担担

制制
度度
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にに
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つどいの広場「もこもこ」（紅谷町）

ひらつか議会だより

市
民
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強
化
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川川

県県

最最

低低

賃賃

金金

改改
定定
等等
にに
つつ
いい
てて
のの
意意
見見
書書

救急医療体制の強化を図る市民病院

平成��年（２００８年）�月��日
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